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令和3年度
三重県の認知症施策について

令和３年１０月６日
三重県医療保健部長寿介護課

資料１



2

認知症施策推進大綱 （令和元年6月18日 認知症施策推進関係閣僚会議決定）

（策定後3年（令和4年）を目途に進捗管理）

国資料
一部加筆



国の動き

議員立法「認知症基本法」の提出
（2019年６月）

認知症施策推進大綱の決定
（2019年６月）

「みえ県民力ビジョン・第三次行動計画」（2020年度～）
において

認知症施策先進県を目指して総合的な取組を進める旨を明記
・認知症の本人と家族の視点を重視 ・「共生」と「予防」が車の両輪

これまでの取組

認知症サミット in Mie
（2016年10月）

全国に先駆けた若年性認知症支援
（2010年４月～）
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三重県における認知症施策推進の流れ

みえ高齢者元気・かがやきプラン＜第８期＞の策定
（第８期三重県介護保険事業支援計画・第９次三重県高齢者福祉計画）

・認知症施策の推進を6つの柱の1つとして位置付け



＜６つの柱＞

１ 介護サービス基盤の整備

２ 地域包括ケアシステム推進のための支援
（１）地域包括支援センターの機能強化
（２）介護予防・生活支援サービスの充実
（３）在宅医療・介護連携の推進

３ 認知症施策の推進
（１）地域支援体制の強化と普及啓発～「共生」の取組
（２）医療・介護サービスの充実と予防～「予防」の取組

４ 安全安心のまちづくり

５ 地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保
および業務効率化の取組

６ 介護保険制度の円滑な運営と介護給付の適正化
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第７期 三重県介護保険事業支援計画
（平成３０年度～令和２年度）

「みえ高齢者元気・かがやきプラン」は、介護保険法に基づく介護保険事業支援計画と老人福祉法に基づく高齢者福祉計画を一
体とした計画です。
次期計画は、地域包括ケアシステムのさらなる深化・推進に向けて、「認知症施策の推進」と「地域包括ケアシステムを支える介護
人材の確保および業務効率化の取組」を新たな柱として加え、６本柱からなる構成としています。
。

＜４つの柱＞

１ 介護サービスの充実と人材確保
（１）介護サービス基盤の整備
（２）介護人材の確保

２ 地域包括ケアの推進
（１）地域包括支援センターの機能強化
（２）在宅医療・介護連携の推進
（３）認知症施策の充実
（４）介護予防・生活支援サービスの充実

３ 介護保険制度の円滑な運営と介護給付の適正化
（１）介護保険制度の円滑な運営
（２）介護給付の適正化

４ 元気高齢者が活躍する支え合い（安全安心）の
まちづくり
（１）高齢者の社会参加
（２）高齢者に相応しい住まいの確保
（３）権利擁護と虐待防止
（４）高齢者の安全安心

第８期 三重県介護保険事業支援計画
（令和３年度～令和５年度）

みえ高齢者元気・かがやきプラン＜第８期＞の概要
（第８期三重県介護保険事業支援計画・第９次三重県高齢者福祉計画）



３ 認知症施策の推進
(1)地域支援体制の強化と普及啓発

～「共生」の取組

(2)医療・介護サービスの充実と予防
～「予防」の取組

基本方針 地域の実情に応じて、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、
医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進に取り組むことで、
地域共生社会の実現を図ります。

具体的な取組

１ 介護サービス基盤の整備
(1)介護サービス基盤の整備

２ 地域包括ケアシステム推進のための支援
(1)地域包括支援センターの機能強化

(２)介護予防・生活支援サービスの充実

(３)在宅医療・介護連携の推進

－１ 在宅サービス
－２ 短期入所サービス
－３ 地域密着型サービス
－４ 特別養護老人ホーム
－５ 介護老人保健施設
－６ 介護療養型医療施設・

介護医療院
－７ 個室ユニット化の推進
－８ 養護老人ホーム
－９ 軽費老人ホーム

１・２・３・４を下支え

－１ 地域包括支援センター
－２ 地域ケア会議

－１ 健康づくり
－２ 介護予防
－３ 生活支援

－１ 在宅医療
－２ 医療・介護連携
－３ リハビリテーション提供体制

４ 安全安心のまちづくり
(1)高齢者の社会参加
(2)高齢者にふさわしい住まいの確保
(3)権利擁護と虐待防止
(4)高齢者の安全安心
(5)災害に対する備え
(6)感染症に対する備え

５ 地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保および業務効率化の取組
(１)介護人材の確保・定着 (２)介護職員等の養成および資質向上 (３)介護の担い手に関する取組 (４)業務効率化の取組

６ 介護保険制度の円滑な運営と介護給付の適正化
(１)介護保険制度の円滑な運営 (２) 介護給付費の適正化

－１ 認知症の人を支える地域づくり
－２ 認知症の人と家族への支援

－１ 認知症の医療・介護連携
－２ 医療・介護従事者の認知症対応力の向上

みえ高齢者元気・かがやきプラン＜第８期＞の全体像
（第８期三重県介護保険事業支援計画・第９次三重県高齢者福祉計画）



② 認知症の人と家族への支援

① 認知症の人を支える地域づくり
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（１）地域支援体制の強化と普及啓発
～ 「共生」の取組

〇 認知症サポーター、キャラバン・メイトの養成
〇 認知症サポーターステップアップ講座の開催
〇 認知症の人本人とともに取り組む普及啓発
〇 「治る認知症」の啓発
〇 成年後見制度の中核機関の立ち上げ・運営の支援
〇 高齢者見守りネットワーク等の体制づくり・機能強化

〇 チームオレンジの構築
〇 ピアサポート活動の推進
〇 認知症カフェ・若年性認知症カフェの普及
〇 認知症ケアパスの活用
〇 認知症コールセンターの設置・周知
〇 認知症疾患医療センターの指定・周知
〇 若年性認知症コーディネーターの配置、支援体制づくり



② 医療・介護従事者の認知症対応力の向上

① 認知症の医療・介護連携
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（２）医療・介護サービスの充実と予防
～ 「予防」の取組

〇 ＳＩＢを活用した認知症予防
〇 通いの場等の活動推進
〇 認知症疾患医療センターの機能強化と周知
〇 レセプトデータを活用した早期介入モデル事業の展開
〇 認知症ＩＴスクリーニングの実施
〇 「三重県認知症連携パス（脳の健康みえる手帳）」利用促進
〇 認知症初期集中支援チームおよび認知症地域支援推進員の資質向上

〇 かかりつけ医認知症対応力向上研修
〇 認知症サポート医養成研修 ・フォローアップ研修
〇 病院勤務医療従事者に対する認知症対応力向上研修
〇 介護保険施設職員に対する認知症介護の各種研修
〇 認知症疾患医療センターを中心としたネットワーク形成



①地域づくり

♦キャラバンメイト養成研修の開催

♦成年後見制度の中核機関の立ち上げ支援
・県が派遣するアドバイザーにより市町の中核機関

の立ち上げを支援

②本人・家族への支援
♦ピアサポートの推進

・家族会への委託事業、疾患医療センターの機能
強化により、認知症の本人による相談支援に
よる診断直後の不安を軽減

♦（⼀部新）チームオレンジの立ち上げ⽀援
・県が派遣するオレンジ・チューターによりコー

ディネーター研修を開催し、市町のチームオレンジ
の立ち上げを支援

①医療介護連携

♦レセプトデータを活用した早期介入モデル事業
・レセプトデータ分析・訪問調査を進め、認知症患者でケ

アに結びついていない人の傾向を把握・周知する取組を、
伊賀・名張地域に展開。

♦（新）認知症疾患医療センターの機能強化
・診断後の支援体制、連携協議会の設置

♦（⼀部新）SIBを活用した認知症予防の取組の推進
・先行事例の調査結果を踏まえ、関心のある市町と

検討・協議を実施

②医療・介護従事者の認知症対応力の向上

♦（新）認知症介護基礎研修の受講義務付け
・新カリキュラムへの対応
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令和3年度の主な事業

（２）医療・介護サービスの充実と予防 ～ 「予防」の取組

（１）地域支援体制の強化と普及啓発 ～ 「共生」の取組



チームオレンジの整備（概要）
国資料 抜粋
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【 KPI 】各市町村１チーム設置
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チームオレンジの整備（都道府県の役割）
国資料 抜粋
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チームオレンジの整備（設置状況）

国資料 抜粋
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三重県における
チームオレンジ立ち上げ支援

（R1～）
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●認知症サポーター等活動促進事業

伊勢市：4チーム、 亀山市：1チーム 結成
↓

市町連絡会にて報告

（認知症の人と家族の会三重県支部 委託）
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●チームオレンジコーディネーター研修（R3.7.9）
・オレンジチューターによる講義、グループワーク

・22市町が参加
●オレンジチューターの養成（予定）

令和元年

令和３年

●オレンジチューターの養成
国の開催する研修の受講により、3名のチューターを養成

令和２年



チームオレンジコーディネーター研修
（R３．７．９）

・人材不足（チームオレンジの理解者、リーダー、担い手）
・当事者・ご家族のチームへの参加誘致が難しい
・認知症ボランティアの主体性を引き出すことが課題
・利用者の困りごととのマッチングが難しい
・広域に広報活動を行ってほしい

・他の地域（自治体の規模が同じ）の活動例が聞きたい
・支援中に問題が起こる懸念、対処方法、ルール設定
・既存のサービス、介護保険サービスとの線引きが難しい

≪課題・支援の要望≫

あり, 7

なし, 22

チームオレンジ
R3取組予定の有無

【今年度実施予定なしの理由】

・関係機関で具体的な目的の共有、方向性の決定ができていない
・地域独自の事業を活用する方向性
・コロナウィルス感染症の影響で予定が立たない
・まずは認知症に対する正しい知識、ボランティア活動の普及を優先
・フォローアップ教室のノウハウがない
・情報発信できる当事者の不在
・活動できるボランティアの不在

（R3.5 認知症高齢者支援に関する取組状況調査）

（チームオレンジコーディネーター研修アンケート結果）



１ 目的
保健医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断、
周辺症状と身体合併症に対する急性期治療、専門医療相談等を実施するとともに、
地域保険医療・介護関係者への研修等を行うことにより、地域における認知症疾患の保健医療水準の
向上を図る。

２ 事業内容
（１）介護との連携：

専門の担当者の配置による、地域包括支援センターとの連携の強化を図る。
（２）認知症疾患専門医療・医療連携研修：

認知症を専門としない地域の一般開業医、かかりつけ医等を対象とし、最新の診療技術等に 関する研修
を実施する。

（３）認知症疾患専門相談事業：
地域の医療機関、一般住民等からの問い合わせ、相談を受け付ける窓口を設置する。

（４）認知症疾患医療連携協議会（連携協力、事例検討等）：
地域の医療サービス（かかりつけ医、サポート医、専門医療機関）の連携を密にするため、 会議を開催する。

（５）広報 ： センターの連絡先等の周知を図る。
（６）身体合併症等の救急の対応 （基幹型センター）

３ 設置箇所
二次医療圏域ごとに地域型、地域医療構想８区域のうち地域型が無い地区について連携型を設置。
県全域を基幹型がカバーする体制。

基幹型 ：三重大学医学部附属病院
地域型 ：東員病院、三重県立こころの医療センター、松阪厚生病院、熊野病院
連携型：三原クリニック、ますずがわ神経内科クリニック、上野病院、いせ山川クリニック

認知症疾患医療センター運営事業
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認知症疾患医療センター運営事業
実施要綱 改正の概要
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(R3.3.29)

国資料
一部加筆

① ②



② 診断後支援機能

診断後の空白期間について
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この期間に、家族と認知症の人は大きな葛藤を抱えます。また、初期では圧倒的に在宅での生活が長くなります。そ
の間に適切なかかわり方の方法や情報が得られることは、認知症の人の不安の軽減につながり、地域や友人との
つながりを築くことができるか否かは、予後にも大きな影響を与えることになります。また、家族にとっても、早期に専
門職とつながることで、経済的な問題、就労継続の問題、自分自身の心身の不安、介護方法やかかわり方を知るこ
とができます。
現在この期間を満たされた期間にするために、最も身近な働きかけができる存在は「認知症疾患医療センター」の
医師や専門職、そして連携する介護、保健等関係機関および専門職の方々です。

平成30 年度老人保健健康増進等事業 認知症の人の家族等介護者への効果的な支援のあり方に関する研究事業 「認知症疾患医療センターにおける診断後支援事例集」
令和2年度老人保健健康増進等事業 認知症の人と家族の思いと介護状況および市民の認知症に関する意識の実態調査 ガイ ドブック「認知症の人と家族の思いをより深く知りたい
あなたへ」



SIBを活用した認知症予防の取組について

⑥評価をフィードバック

2019年度 2020年度

④サービス提供

③資金提供

17

○ SIB（ｿｰｼｬﾙ･ｲﾝﾊﾟｸﾄ･ﾎﾞﾝﾄﾞ）は、民間資金を活用して、社会課題解決型の事業を実施し、その成果に
応じて地方公共団体が対価を払うスキームのこと。

○ 2019年度に行った先行事例に関する調査の結果等をふまえ、認知症予防の取組について、関心のある市
町と検討・協議を実施。

資金提供者

SIB運営組織

サービス提供者

地域住民等

地方公共団体

第三者評価機関

①契約②出資・融資

⑤成果指標を測定し評価

⑦成果報酬

※事業によって、SIB運営組織、資金提供者、第三者評価機関を
置かない場合がある。

成果発注により行政コスト
の削減が期待

効果がまだ証明されていな
い事業を実施する際に有効

病態の解明が十分に進んで
いない認知症予防に活用

SIBの一般的なスキーム 認知症予防への活用の考え方

SIBの導入に向けた流れ

＜ステップ１＞
先行事例に関する調査(11月～１月)
・認知症予防：福岡市・天理市
・がん健診：広島県
・その他、経済産業省、(株)公文教育

委員会など、関係企業・団体を複数訪問

＜ステップ２＞
市町への周知・理解促進(２月～)
・セミナーの実施（２月14日）
・導入意向調査の実施（６月）
・認知症市町連絡会での調査結果の周知
（８月21日）

＜ステップ3＞
関心のある市町との
検討・協議の実施



医療・介護従事者の認知症対応力の向上
（１）医療従事者に対する研修事業について
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病院勤務以外の医療従事者向け認知症対応力向上研修について
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・ 令和３年度改正で病院勤務以外の医療従事者向け認知症対応力向上研修が創設された
・ 県では令和４年度より実施予定



医療・介護従事者の認知症対応力の向上

（２）介護従事者に対する研修事業について
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県

・地域包括支援センターとの連携

・かかりつけ医への助言

医療現場

認知症疾患医療センター

認知症サポート医

かかりつけ医

・専門医療相談、・鑑別診断

・地域包括支援センターとの連携

地域における見守り・支援等

認知症介護
サービスへ
のつなぎ

早期発見・
早期診断
専門医療
機関への
つなぎ

地域包括支援センター

キャラバン・メイト

・サポーター養成講座の企画立案

認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ

民生委員、社会福祉協議会、

介護家族の会、警察・消防、

NPO、弁護士等

介護現場

認知症介護実践リーダー

認知症介護指導者

・介護実践者研修等の企画立案

・地域での介護職の指導

・施設内介護職等への指導

認知症介護実践者

市 町

認知症の本人とその家族

地域・職域のサポート

認
知
症
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

若
年
性
認
知
症
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

介護支援専門員等

相談

受診

相談

サービス
利用

三重県認知症
施策推進会議

市町
連絡会

医師、歯科医師、看護師、ＭＳ
Ｗ、薬剤師、等の医療従事者

一般病院

三重県の認知症の人と家族を支えるネットワーク

認知症初期集中支援チーム

認知症地域支援推進員

ピアサポーター

チームオレンジ

認知症の早期から
切れ目のない支援
提供体制を推進します

三重県認知症疾患医
療センター連携協議会


